
再下請負通知書の編集手順

グリーンサイト掲載内容修正マニュアル

❶グリーンファイル一覧画面で、再提出するグリーンファイルの「書類一覧」の［編集］をクリックします。
❷提出書類一覧画面で、「再下請負通知書」のボタンをクリックします。

❶ ❷



再下請負通知書の編集手順

グリーンサイト掲載内容修正マニュアル

❸

❹

❸再下請負通知書照会画面で、［編集］をクリックします。
❹再下請負通知書編集画面で、指導コメントがあった内容を修正します。
※各指導コメント内容の修正方法詳細は、該当項目のファイルでご確認下さい。
修正完了後、［確定］をクリックします。



再下請負通知書の編集手順

グリーンサイト掲載内容修正マニュアル

❺確認ダイアログでチェックボックスを選択［確定］をクリックします。
※項目内容によっては不備となる可能性がありますので、チェックボックスの内容を確認の上［確定］をクリックして下さい。

❻［確定］をクリックします。
➐［書類提出］が緑色で表示されたら、［書類提出］をクリックします。
※表示されない場合は、クリック不要です。

➐

❺

❻



③注文書・請書の金額記載について

グリーンサイト掲載内容修正マニュアル

項目 コメント

07.金額記載なし(民)
再下請負通知書の「請負金額区分」が選択されておりません。注文書・請書に記載されている税込契約金額に応じて選択をお願いします。
複数枚ある場合はその全ての合計税込金額にて判断して下さい。単価契約の場合は合計の見込みとなる金額を算出し判断して下さい。
尚、1次業者の場合は金額の明示が必要です。黒塗りなどで金額を消すことは不可となりますので、ご注意下さい。

08.金額記載なし(公)
再下請負通知書の「請負金額区分」が選択されておりませんので、注文書・請書に記載されている税込契約金額に応じて選択をお願いします。
単価契約の場合は合計の見込みとなる金額を算出し判断して下さい。
また、こちらの工事は公共工事のため、金額の明示が必要です。黒塗りなどで金額を消すことは不可となりますので、ご注意下さい。

09.金額記載なし
再下請負通知書の「請負金額区分」が選択されておりませんので、注文書・請書に記載されている税込契約金額に応じて選択をお願いします。
複数枚ある場合はその全ての合計税込金額にて判断して下さい。単価契約の場合は合計の見込みとなる金額を算出し判断して下さい。
1次業者または公共工事である場合、金額の明示が必要です。黒塗りなどで金額を消すことは不可となりますので、ご注意下さい。

10.金額記載不備
注文書・請書に金額が記載されておりますが、この記載では金額の判断ができかねますので、再下請負通知書の「請負金額区分」より税込契約金額を選択してください。
単価契約の場合は合計の見込みとなる金額を算出し判断して下さい。

11.金額記載相違
注文書・請書に記載されている【見込金額/見込金額と印字金額/印字金額と「請負金額区分」の金額】が異なります。
正しい税込契約金額を再下請負通知書の「請負金額区分」より選択、または不足している注文書・請書があれば添付をお願いします。
複数枚ある場合はその全ての合計税込金額にて判断して下さい。

上記5つのコメントは、注文書・請書の金額記載が適正ではなく、建設業法遵守の確認ができないため不備としています。
再下請負通知書の請負金額区分より、正しい税込契約金額を選択して下さい。
各コメント内容の詳細は下記となります。 ※「11.金額記載相違」については次ページ参照

【07～09.金額記載なし】
再下請負通知書の請負金額区分選択がなく、注文書・請書に金額の記載もないという不備のため請負金額区分に応じた金額の選択が必要となります。
※注文書・請書が複数枚発行されている場合は、全ての請負金額を合計した金額区分を選択して下さい。
※単価契約の場合でも、工事全体の見込みとなる金額を算出し金額区分を選択して下さい。
※1次業者または公共工事の場合は、金額伏せ(黒塗り)不可のため金額を必ず明示してください。

【10.金額記載不備】
再下請負通知書の請負金額区分選択がなく、注文書・請書に記載されている金額では金額区分を判断できないという不備のため、
発注区分に応じた金額の選択が必要となります。注文書・請書が複数枚ある場合は、必ず全ての契約を合計した金額を選択して下さい。
※同プロジェクトで、同一業者(上位業者編成・建設業許可業種・許可年月日が同じ業者)が複数登録されている場合は同契約とみなされます。
グリーンサイトに記載の工期開始日が先の業者を先契約分、後の業者を追加契約分と考え、追加契約分のみ先契約分との合算金額を選択して下さい。
工期開始日が同じ場合は、注文書・請書の内容が異なっていれば全ての同一業者に合算金額の選択をして下さい。
注文書・請書の内容が同じであれば、誤って同じものをグリーンサイトに2社登録したとみなされますので、合算金額の選択は不要です。

修正必須



③注文書・請書の金額記載について

グリーンサイト掲載内容修正マニュアル

項目 コメント

07.金額記載なし(民)
再下請負通知書の「請負金額区分」が選択されておりません。注文書・請書に記載されている税込契約金額に応じて選択をお願いします。
複数枚ある場合はその全ての合計税込金額にて判断して下さい。単価契約の場合は合計の見込みとなる金額を算出し判断して下さい。
尚、1次業者の場合は金額の明示が必要です。黒塗りなどで金額を消すことは不可となりますので、ご注意下さい。

08.金額記載なし(公)
再下請負通知書の「請負金額区分」が選択されておりませんので、注文書・請書に記載されている税込契約金額に応じて選択をお願いします。
単価契約の場合は合計の見込みとなる金額を算出し判断して下さい。
また、こちらの工事は公共工事のため、金額の明示が必要です。黒塗りなどで金額を消すことは不可となりますので、ご注意下さい。

09.金額記載なし
再下請負通知書の「請負金額区分」が選択されておりませんので、注文書・請書に記載されている税込契約金額に応じて選択をお願いします。
複数枚ある場合はその全ての合計税込金額にて判断して下さい。単価契約の場合は合計の見込みとなる金額を算出し判断して下さい。
1次業者または公共工事である場合、金額の明示が必要です。黒塗りなどで金額を消すことは不可となりますので、ご注意下さい。

10.金額記載不備
注文書・請書に金額が記載されておりますが、この記載では金額の判断ができかねますので、再下請負通知書の「請負金額区分」より税込契約金額を選択してください。
単価契約の場合は合計の見込みとなる金額を算出し判断して下さい。

11.金額記載相違
注文書・請書に記載されている【見込金額/見込金額と印字金額/印字金額と「請負金額区分」の金額】が異なります。
正しい税込契約金額を再下請負通知書の「請負金額区分」より選択、または不足している注文書・請書があれば添付をお願いします。
複数枚ある場合はその全ての合計税込金額にて判断して下さい。

上記5つのコメントは、注文書・請書の金額記載が適正ではなく、建設業法遵守の確認ができないため不備としています。
再下請負通知書の請負金額区分より、正しい税込契約金額を選択して下さい。※選択方法は次ページ参照

【11.金額記載相違】
記載されている金額区分が注文書と請書で異なっていたり、印字されている金額と請負金額区分の選択金額が異なる場合のコメントとなります。
記載されている金額を統一していただくか、添付されている注文書・請書に不足があれば添付して下さい。
※請負金額区分の選択金額と見込金額の記載が異なる場合は、請負金額区分の選択金額を優先し判断します。

修正必須



【再下請負通知書請負金額区分の選択方法】

グリーンサイト掲載内容修正マニュアル

【再下請負通知書請負金額区分の選択方法】

③注文書・請書の金額記載について 修正必須

・注文書・請書が複数ある場合は、全ての税込契約金額を合計した金額で選択して下さい。
・単価契約の場合も見込みの金額を選択して下さい。
・工事内容は「建築一式工事」「土木一式工事」選択不可です。工事内容を正しいものへ変更をお願いします。
※変更方法は次ページ参照
・請負金額区分は現行と改正前の法律で定められている金額に分かれています。その当時の法律から金額を選択して下さい。



グリーンサイト掲載内容修正マニュアル

【工事内容の変更方法】

③注文書・請書の金額記載について 修正必須

❶グリーンファイル一覧画面で、「再請負編成」の［編集］をクリックします。
❷再請負編成照会画面で、［編集］をクリックします。
❸再請負編成編集画面の再請負編成表で、工事内容を変更する企業の［編集］をクリックします。
❹工事の分類を選択後、工事内容を指定して、［確定］をクリックします。
❺再請負編成編集画面で、［確定］をクリックします。

❶
❷

❸

工事内容は1次業者であれば全業者変更可能ですが、
2次業者は3次以下業者、3次業者は4次以下業者と

自社の下位業者のみしか変更できません
2次以下業者で工事内容を変更する際は、

上位業者へご依頼をお願いします ❹


